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人
口
と
世
帯

（
外
国
人
含
む
）

人口

世帯

男
女

４２５,３８０人

１８５,２５８世帯

２０９,５４７人
２１５,８３３人

　（前月より１６７人増）

（前月より１５４世帯増）
　（２０１２年１月１日現在）

今号の紙面から
２面
町田税務署から
確定申告に関するお知ら
せ
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市
立
小
・
中
学
校
給
食
で
使
用

す
る
食
材
の
放
射
性
物
質
の
検
査

を
、
１
月　

日
か
ら
２
週
間
に
１

１１

度
の
割
合
で
順
次
開
始
し
ま
し

た
。

　

こ
の
検
査
で
は
、
使
用
頻
度
の

高
い
食
材　

品
目
の
放
射
性
物
質

１０

を
、
委
託
し
た
検
査
機
関
が
測
定

し
ま
す
。
測
定
す
る
の
は
、
放
射

性
ヨ
ウ
素
１
３
１
、
放
射
性
セ
シ

ウ
ム
１
３
４
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム

１
３
７
で
す
。
使
用
す
る
機
器

は
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
半
導
体
検
出

器
で
す
。

　

検
査
後
概
ね
１
週
間
で
結
果
が

出
ま
す
。
詳
細
は
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
第
１
回
（
小
学
校
分
）
の
検
査

結
果
】

○
検
査
日　

１
月　

日
１１

○
検
査
品
目　

米
、
牛
乳
、
人
参
、

玉
ね
ぎ
、
じ
ゃ
が
い
も
、
里
芋
、

大
根
、
白
菜
、
長
ね
ぎ
、
ほ
う
れ

ん
草

○
検
査
結
果　

す
べ
て
の
品
目
で

不
検
出
（
検
出
下
限
値
未
満
）

【
２
回
目
以
降
の
検
査
日
程
】

　

小
学
校
＝
１
月　

日
、
２
月　

３０

２１

日
、
３
月　

日
、
中
学
校
＝
２
月

１９

７
日
、
３
月
７
日

　

な
お
、
今
後
は
肉
・
魚
・
卵
等

も
順
次
検
査
し
て
い
き
ま
す
。
検

査
す
る
食
材　

品
目
の
中
で
、
米

１０

と
牛
乳
は
摂
取
頻
度
が
高
い
た

め
、
毎
回
検
査
対
象
と
し
ま
す
。

問
保
健
給
食
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

７
７
返
７
２
４
・
１
１
５
９

市
・
都
民
税
の
申
告

○
２
０
１
２
年
１
月
１
日
現
在
、

町
田
市
に
住
所
が
あ
る
方
は
市
・

都
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は

申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

額
が
あ
り
、
山
林
所
得
・
退
職
所

得
が
あ
る
方
は
ご
相
談
下
さ
い
。

②
給
与
所
得
の
み
、
ま
た
は
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
の
み
の
方

で
、
給
与
の
支
払
先
及
び
日
本
年

金
機
構
等
か
ら
市
役
所
へ
支
払
報

告
が
さ
れ
て
い
る
方
（
医
療
費
控

除
等
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は

申
告
が
必
要
で
す
）

※
２
０
１
１
年
分
以
降
、
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

　

万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
税
の

２０確
定
申
告
が
不
要
に
な
り
ま
し

た
。
確
定
申
告
は
不
要
で
も
、
市

役
所
へ
の
市
・
都
民
税
の
申
告
は

必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
申
告
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　

市
・
都
民
税
の
申
告
の
方
は
①

申
告
書
（
会
場
に
も
有
り
）
②
印

鑑
③
前
年
中
の
収
入
を
証
明
で
き

る
資
料
（
源
泉
徴
収
票
等
）
④
控

除
の
資
料
等
（
前
年
中
に
支
払
っ

た
社
会
保
険
料
の
領
収
書
や
、
国

民
年
金
・
生
命
保
険
・
個
人
年
金

・
地
震
保
険
の
保
険
料
控
除
証
明

書
、
医
療
費
領
収
書
、
障
害
者
手

帳
、
寄
附
金
の
受
領
証
等
）

※
東
日
本
大
震
災
へ
の
義
援
金
等

で
「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」
と
し
て

控
除
を
受
け
る
方
は
、
受
領
証
等

の
ほ
か
、
義
援
金
等
が
最
終
的
に

被
災
地
方
公
共
団
体
や
義
援
金
配

分
委
員
会
等
へ
拠
出
さ
れ
る
こ
と

が
分
か
る
書
類
が
必
要
で
す
（
寄

附
先
等
が
日
本
政
府
・
日
本
赤
十

字
社
・
中
央
共
同
募
金
会
の
場
合

や
受
領
証
等
に
そ
の
旨
明
記
さ
れ

て
い
る
場
合
は
不
要
）

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

対
象
の
方
は
、
居
住
開
始
年
月
日

・
特
別
控
除
可
能
額
の
記
載
が
あ

る
源
泉
徴
収
票
が
必
要
で
す
。

　

期
限
内
に
申
告
を
さ
れ
な
い

と
、
納
付
回
数
が
減
り
、
１
回
あ

た
り
の
納
付
金
額
が
多
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
申
告
が
な
い
場

合
は
、
市
・
都
民
税
の
課
税
・
非

課
税
証
明
書
等
の
交
付
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険
税
等
の
軽
減
等
が
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２
０
１
２
年
度  
市
・
都 

民
税
の
主
な
改
正
点

○
扶
養
控
除
の
改
正

①　

歳
未
満
（
注
１
）
の
方
（
年

１６
少
扶
養
親
族
）
に
係
る
扶
養
控
除

　

万
円
が
子
ど
も
手
当
の
創
設
に

３３伴
い
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ

し
、
扶
養
親
族
（
注
２
）
の
申
告

は
、
市
・
都
民
税
の
非
課
税
判
定

の
た
め
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

障
害
者
控
除
は
従
来
ど
お
り
適

用
さ
れ
ま
す
。

②　

歳
以
上　

歳
未
満
（
注
３
）

１６

１９

の
方
（
特
定
扶
養
親
族
）
に
係
る

扶
養
控
除　

万
円
の
上
乗
せ
部
分

４５

　

万
円
が
、
高
校
の
授
業
料
の
実

１２質
無
償
化
に
伴
い
廃
止
さ
れ
、
控

除
額
が　

万
円
に
な
り
ま
し
た
。

３３

（
注
１
）
２
０
１
２
年
度
は
１
９
９
６

年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
が
対

象（
注
２
）
扶
養
親
族
と
は
、
申
告
者
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
以
外
の
親

族
等
で
、
合
計
所
得
金
額
が　

万
円

３８

以
下
の
方
を
い
い
ま
す

（
注
３
）
２
０
１
２
年
度
は
１
９
９
３

年
１
月
２
日
か
ら
１
９
９
６
年
１
月

１
日
生
ま
れ
の
方
が
対
象

○
寄
附
金
税
額
控
除
の
改
正

　

寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
下
限

額
が
５
０
０
０
円
か
ら
２
０
０
０

円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
２

０
１
１
年
中
に
支
払
っ
た
寄
附
金

が
２
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
、

そ
の
金
額
か
ら
２
０
０
０
円
を
差

し
引
い
た
額
（
上
限
有
り
）
に
対

し
、
寄
附
先
に
応
じ
て
一
定
割
合

の
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

所
得
税
で
控
除
を
受
け
る
方
は

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
確
定
申

告
を
し
た
場
合
、
市
役
所
へ
の
市

・
都
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

控
除
対
象
と
な
る
寄
附
先

　

地
方
公
共
団
体
（
ふ
る
さ
と
寄

附
金
）、
東
京
都
共
同
募
金
会
、

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
、
都

ま
た
は
市
条
例
で
指
定
し
た
団

体
。
詳
細
は
市
民
税
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

東
日
本
大
震
災
に
よ 

り
被
害
を
受
け
た
方 

へ
の
特
例
措
置　
　

○Ⅰ
 　

大
震
災
に
よ
り
住
宅
・
家
財
・

自
家
用
車
な
ど
に
損
害
を
受
け
た

方
は
、
雑
損
控
除
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
に
よ
り
市
・
都
民
税
の
軽

減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
控
除
し
き
れ
な
い
損
失

額
の
繰
越
控
除
期
間
が
３
年
か
ら

５
年
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

○Ⅱ
 
　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例

　

大
震
災
に
よ
り
所
得
税
の
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た

住
宅
を
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
特
例

措
置
と
し
て
、
２
０
１
２
年
以
降

の
控
除
対
象
期
間
の
残
期
間
に
つ

い
て
も
、
引
き
続
き
所
得
税
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
（
２
０
１
１
年
分
に
つ

い
て
は
、
従
来
の
制
度
に
よ
り
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
す
）。

　

ま
た
、
前
述
の
方
が
２
０
１
３

年　

月　

日
ま
で
の
間
に
住
宅
の

１２

３１

再
取
得
等
を
し
、
居
住
の
用
に
供

し
た
場
合
、
従
前
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
と
再
取
得
等
に
係
る

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
重
複

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
重
複
適
用
を

受
け
る
場
合
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
が
必
要
で
す
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、
所
得
税
で

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
額
が
あ
る
場
合
は

市
・
都
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
の
対
象
（
上
限
有

り
）
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
○Ⅰ
 

・
○Ⅱ
 

そ
れ
ぞ
れ
の
特
例
措
置

に
つ
い
て
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
し
た
場
合
、
市
役
所
へ
の
市
・

都
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

　電子申告の際に必要な住民基
本台帳カードの交付及び電子証
明書の発行を行います。
　ぜひご利用下さい。
○日時　２月２５日、３月３日、

いずれも土曜日午前９
時～午後２時

○会場　市民課（市役所本庁舎
１階）

※住民票・戸籍等の証明書発行
及び住民異動届受付はできま
せん。また、各市民センター
では取り扱いません。

※お持ちいただく添付書類は、
申請内容により異なります。
お問い合わせまたは町田市ホ
ームページでご確認下さい。

問市役所代表辺辺７２２・３１１１
　市民課　　辺辺７２４・２１２３
　　　　　　返７２４・１１８０

放
射
性
物
質
の
検
査
を

　
　
　
　

実
施
し
て
い
ま
す

放
射
性
物
質
の
検
査
を

　
　
　
　

実
施
し
て
い
ま
す

学
校
給
食

の
食
材申告準備は

　　お早めに！
申告準備は
　　お早めに！
申告準備は
　　お早めに！

市・都民税、所得税、
贈与税、消費税、事業税の
申告がはじまります

市・都民税の申告受付日程
受付時間期間・期日会　場

午前９時
　～１１時３０分、
午後１時～４時

２月１６日（木）～３月１５日
（木）
※土・日曜日を除く。た
だし、２月１９日（日）、２６
日（日）は受け付け

町田市役所本庁舎１階
市民フロア

午前９時３０分
　～１１時３０分、
午後１時～４時

 ２月１７日(金）小山市民センターホー
ル

 ２月２２日(水）堺市民センターホール

 ２月２３日(木）忠生市民センターホー
ル

 ２月２９日(水）南市民センターホール

 ３月１日(木）なるせ駅前市民センタ
ーホール

 ３月７日(水）、８日（木）鶴川市民センターホー
ル
※午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになること
があります。時間に余裕を持っておいで下さい。
※筆記具・印鑑・所得の証明ができるもの、社会保険料等の領収
書・証明書をお持ち下さい。
※添付書類は申告書に貼らないでお持ち下さい。
※各会場には税務署職員がおりませんので確定申告の相談はでき
ません。また各市民センターには駐車場の用意がありませんの
で、車での来場はご遠慮下さい。

◇市・都民税…市役所市民税課辺辺７２４・
２１１７、２１１５、２１１４返７２４・１１７７
◇所得税、贈与税、消費税の確定申告
…町田税務署辺辺７２８・７２１１

◇事業税…八王子都税事務所個人事業
税係辺辺０４２・６４４・１１１１

  問い合わせ先  

確定申告で電子申告を
予定されている方へ

電子証明書を
発行します
電子証明書を
発行します
電子証明書を
発行します

雑
損
控
除
及
び
雑
損
失
の
繰

越
控
除
の
特
例


